
１．総評

本書は著者が大学院生時代に目の当たりにし
た、環境政策が人々の生活や生計を破壊し、却っ
て自然環境の持続性を損なうというパラドックス
を、人々の生活世界に視点を近づけ、あるべき国
家を「下から」論じることに克服の糸口を見出そ
うとしてきた著者のライフワークの現時点での到
達点といえる。

著者は、この課題に対して、『稀少資源のポリ
ティクス』（東京大学出版会、２００２年）でポリティ
カル・エコロジーの視角から分析を行った。その
後、『開発と環境』（井村秀文・松岡俊二編、２００２
年）所収論文や、アッシャー著『発展途上国の資
源政治学』（東京大学出版会、２００６年）の翻訳で
は、資源の呪いの社会制度面の分析を、スマトラ
沖地震の津波被害の回復事例ではコモンズ論の観
点を踏まえた分析を、『「持たざる国」の資源論』

（東京大学出版会、２０１１年）、『人々の資源論』（明
石書店、２００８年）では言説分析と比較歴史分析
を行うなど、多面的な分析を行ってきた。

本書は、「環境国家の反転」という時間軸を伴っ
た概念を創出することで、これら過去の著作で明
らかにしてきた知見を再構築した。そしてその発
生・拡大メカニズムを多様で性格も異なる資源―
鉱物資源や森林に加えて、水資源や水産資源、土
地―を対象とした分析を行い、それを踏まえた処
方箋―環境国家の反転を緩和する措置の「思考の
糧」―を提案している。この点で、著者の資源論
の到達点を体現した著作とみることができる。

２．本書の概要

本書は、序章、終章、および各３章から成る
Ⅰ～Ⅲ部の計１１章で構成される。

序章では、環境国家に本書の分析に合致した定
義を与え、それが人間社会を再編成していく結果
を分析することの意義を述べる。そして、開発と
環境を互いに関連した連鎖反応と見なし、先進諸
国の経験との対比において検討することで、後発
環境国家において「環境国家の反転」が発生し加
速するメカニズムを理論的に提示する。その上
で、「環境国家の反転」を食い止める力として、
「政策を受け入れる社会」（２３頁）の育成に着目
し、対応策に見通しを立てている。

第Ⅰ部は、環境国家が開発国家同様、政策を通
じて人間社会の再編成を行う主体であることを提
起する。第１章では、環境国家は介入を正当化す
るために、フレーミング、すなわち事象の選択的
な切り取りと単純化を巧みに演出することを指摘
する。第２章では、環境国家が統治領域を自然環
境に拡張する過程で人間社会を国家の論理に巻き
込み、国家に権力を集中させる「反転」のメカニ
ズムとその帰結を概説する。そして第３章で、環
境国家形成の初期時点までの国家と地域住民の関
係性が、環境国家が反転する要因としての「特定
の問題を取り上げることになった背景に働いてい
る力」であることを、日本とタイの自然資源管理
の史的分析から明らかにしている。

第Ⅱ部は、環境国家の反転のプロセスを、タ
イ・インドネシア・カンボジアにおける水（大規
模灌漑）、土地（共有地）、漁業資源を取り上げて
例証する、第４章では、典型的な「反転」が、政
府が大規模灌漑を建設してコミュニティ灌漑を強
引に置換して、その維持管理を放棄させるなど、
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かつ地域社会の権力関係の編み込まれることに
よって地域に深く根を張ることが、インドネシア
の大規模灌漑の事例を通じて明らかにされる。第
５章では、後発環境国家が、環境保全や自然災害
からの回復といった環境リスク管理の名の下に、
地域社会の「備える力」の源泉たる共有地（コミュ
ニティの共同利用地）を強制的に没収するプロセ
スを、タイの共有林とスマトラ沖地震の津波被害
の回復の事例から描いている。これに対して第６
章では、漁区システムの廃止という、国家による
資源の囲い込みとは逆の政策もまた、資源アクセ
スの再分配を通じた広範な政治的支持の獲得と引
き換えに「共同利用資源の悲劇」を通じて環境国
家の反転を招きうるとの仮説を、カンボジアのト
ンレサップ湖の事例を通じて検証している。

第Ⅲ部は、環境国家の反転を食い止める糸口
を、日本で発案された研究や戦後日本の経験の中
に見出している。第７章は、『文明の生態史観』
を代表とする京都学派のアジア環境研究を「下か
らの」脱国家論として捉え直す。そしてその根本
にある棲み分けと平行進化の発想とその延長線上
にある「内に向かう発展」を、グローバル化の対
立軸として打ち立てておくことの必要性を説く。
第８章は、宇井純が『公害原論』などを通じて問
題としてきた「知の階級制」、すなわち現場の実
態に即した総合的・経験的な知識（暗黙知）がよ
り抽象化された部分的・数量的知識（形式知）に
圧倒・黙殺される問題を再提起し、大学が暗黙知
を守っていく責任を果たすべきことを主張する。
第９章では、日本の戦後復興計画の中枢であった
経済安定本部の中に新設された資源委員会（後の
資源調査会）を取り上げ、それが自律的に課題設
定する権限を行使して、地域住民の生活視点を
持った資源の総合利用計画を策定しようとした点
に、現代環境国家の反転を緩和する措置の「思考
の糧」を見出している。

そして終章で、第Ⅲ部での検討結果を踏まえ
て、「反転」の抜本的原因を開発国家と環境国家
に通底する「現場に何らかの不足を見出し、外か
らその不足を埋め合わせるための資源を持ち込む
というエートス」（２８４頁）にあると看破する。
その上で、環境政策を支えている「問題の立て方」
を地域に生きる人々の視点から民主化していく方
策の重要性を説き、環境国家の時代に求められる
べき思想として、バランスの取れた「良い依存関
係」、すなわち「依存先が適度に分散されている

ために、１つしか依存先がない場合に比べて極端
な支配や専制に結び付きにくい状態」（２８６頁）
の構築を提唱する。そのための最初の一歩とし
て、「反転」を支えているわれわれの固定観念を
「ほどく」ことを主張している。

３．本書の新規性と貢献

著者は本書の貢献を、⑴言説分析と比較歴史分
析を通じた、環境政策を真に社会科学的な課題に
していくための理論的見通しの構築、⑵フィール
ド調査による反転の現場の事例分析、⑶問題解決
の見通しを日本の経験から導き出す政策的貢献、
の３点にあると整理している（ⅶ頁）。

このうち最初の２つは、ポリティカル・エコロ
ジーの学術分野における貢献と評価することがで
きる。ポリティカル・エコロジーは、人間と環境
との相互作用に関する支配的な理解の仕方に挑
み、支配的な説明とは異なる関係性の説明の構築
に用いる方法論や分析枠組みを拡張することを目
指す（McCarthy, Perreault and Bridge ２０１５, p.
６２０）。そして現場レベルの環境変化（ミクロな観
察）を、歴史も含めたマクロな要因から説明する
ことを分析方法として採用し、資源アクセス権を
めぐる競争や環境変化がもたらす政治的分化を分
析対象とする（石曽根・王・佐藤２０１０）。近年で
は、ポリティカル・エコロジーの観点から世界各
地でフィールド調査が行われ、人々から資源アク
セス権が奪われていくメカニズムの文脈や歴史の
検討が行われるようになっている。本書の第Ⅰ部
と第Ⅱ部での「環境国家の反転」概念とこの概念
の実証分析は、開発国家が環境国家へと移行した
後も、開発国家と同様に、人々の資源アクセス権
を奪う形で人間社会を再編成すること通時的法則
として示した点で、この学術分野に新たな分析視
角を加えたと評価することができる。

本書の真骨頂は、第３点の問題解決の見通し
を、ポリティカル・エコロジーという単一の学術
分野を超えて、日本の文明論や「弱者に奉仕する
学問」、地域住民の生活視点を持った資源論から
導き出した点にある。

ポリティカル・エコロジーでも、国家と人間社
会との間の知識の格差や「知の階級制」、ガバナ
ンスにおける主体間の権力格差は重要な検討課題
とされてきた（Leff２０１５）。対応策として、地元
の経験や歴史に根差した環境知に着目し、広範な
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政治的・経済的・社会的な力との相互作用を通じ
た人々と生態系との間の関係への影響（Horowitz
２０１５）や、参加型のマッピングによる「下からの」
知の生産とそれを通じた人々のエンパワーメント
の可能性に関する研究（Bryan２０１５）も進めら
れてきた。

またポリティカル・エコロジーの観点からの国
家改革ビジョンとして、自由民主主義国家のエコ
ロジー的な刷新による緑の民主主義国家への移行
も提唱されている。緑の民主主義国家とは、エコ
ロジー的リスクによって影響を受ける可能性のあ
るすべてのものが、リスクを発生させる政策や決
定の作成に参加するか、自身の利益を代表する実
効的な機会を持つことを、国家の憲法的枠組みや
適正手続きの中に実践的な形で具現化した国家と
定義される（Eckersley２００４, pp.２４２―２４３）。そし
て市民が能動的なエコロジー的市民として、エコ
ロジー的持続可能性と社会的正義の増進を保障す
るために国家を能動的に再構築し、監視する役割
を担うようになり、自由民主主義国家の規制的理
念の中心にあったシティズンシップ、民主主義、
領土権、主権の間の伝統的な強固な結びつきを緩
め、漸進的で実験的で合意形成を重視し、地域事
情にも考慮する形で民主主義を脱国民化すれば、
国家主権と対立することなく越境的環境問題にも
対応できるようになると主張されている。

これに対して本書は、既存の国家と人間社会の
関係性を前提とするのではなく、それを抜本的に
変えて人々の選択肢を増やし自律性を高めること
で、地域の固有の生態系という身の丈にあった生
計を営めるようになることを、日本の言説や経験
の検討結果を踏まえて提唱する。そして１節を割
いてエコロジー経済学や環境権威主義などの環境
持続性を優先する主張からの「想定される反論」

（２８９―２９２頁）対する想定問答を行うことで、本
書の主張の力点が、そもそも環境権威主義を必要
としない努力を行うことにあることを強調する。

４．残された課題と今後の展望

本書は著者のこれまでの研究の集大成として公
刊された印象を強く受ける。このため、読者が本
書を踏まえてさらに研究を発展させることは容易
ではないように見える。

その上で、敢えて残された課題を挙げるとすれ
ば、次の２点が想定される。

第１は、「環境国家の反転」概念の適用範囲で
ある。本書は、「環境国家の反転」の起源を環境
国家形成の初期時点までの国家と地域住民の関係
性に求め、開発・環境政策から反転に至るまでの
時間が短い後発環境国家では、反転に対して開発
国家的対応がなされるためにサイクルが加速する
傾向があるとする（１９頁）。そこで、開発主義の
思想に基づいて開発が進められた東南アジア諸国
を事例に、この仮説の妥当性を検証している。

ところが現在、東南アジア諸国に限らずほぼす
べての後発国が、国際社会から開発と環境の統合
的運営を求められ、環境国家への移行を後押しさ
れている。この中には、開発主義の思想を採用し
なかった、あるいは開発主義を国家発展の要素の
一部としてしか取り入れらなかった国家も存在す
る。こうした国々でも「環境国家の反転」は起こ
るのか、起こるとすればその態様はどのようなも
のになるのか。この点の検討は、「環境国家の反
転」の普遍性を検証する上で不可欠ではないかと
想定される。

第２は、「環境国家の反転」を緩和し克服する
具体策である。本書では、事業主体と求心力の現
場への分権化・分散化とそれを担うことのできる
地域に根差して中間組織の育成、地域社会の結束
力・対応力の強化、開発政策への環境保全政策の
内包（によるマイナスの最小化）を、具体案とし
て提案している（２７９―２８０頁）。そしてスマトラ
沖地震の津波被害の回復プロセスで、ムック島で
は国際機関や NGO の支援を受けた村人が政府と
の交渉力を底上げされた事例を取り上げ、その有
効性を示唆している（１６４頁）。

これらの方策の有効性は、現在の日本の状況か
ら逆説的に再確認することができる。日本ではこ
れまで自治体や協同組合などの中間団体が提供し
てきた公共サービス―水供給や種子開発とその知
的財産権保護、共同購入・共同販売、公設卸売市
場の開設、土地利用規制など―が、種子の多様性
の維持や、個別の生業従事者の価格交渉力強化
し、農地・山林・漁場の保全に寄与してきた。し
かし、グローバル化の名の下に多国籍企業が母国
政府を通じて世界各地で規制緩和を推進する中で
は、日本国内でもこれらの公共サービスの供給は
困難になっている。結果、これらの国民にとって
の目に見えにくい資産は失われつつある（堤
２０１８）。

東南アジアでこれまで実施されてきた分権化・
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分散化や地域社会の結束力・対応力の強化のため
の政策改革は、著者が指摘するように、必ずしも
人々の資源アクセスや選択の多様性を増やすよう
にデザインされてきたわけではなかった。人々が
関与したいと思う経済価値の高い資源に対する権
利は委譲されず、また人々も、国家の枠組みに入
れられることでさまざまなルールに縛られるのを
嫌がったためである（２９０―２９１頁）。

また分散型の事業主体が供給するサービスは、
個別には小規模なことから規模の経済性が働きに
くく、あるいは外部性の存在などにより営利目的
での運営が困難な性格を持つことなどから、コス
トが高くなりがちである。そして高コスト構造は
往々にして、説明責任の欠如や不透明な意思決定
を招き、汚職や癒着を免れない。

近年急速に普及しつつある小規模太陽光発電シ
ステムを例として挙げれば、採用する地域が増
え、あるいは各地域での自給自足レベルを超えて
規模を拡大するまでに成長すれば、規模の経済に
よる費用低下を享受できるようになる。そうなれ
ば、規模を拡大して、スマートフォンの充電―そ
の使途は往々にしてネットバンキングを通じた生
産的な活動や教育目的よりは、余暇と余興に向け
られがち（Rahman and Ahmad ２０１３）―などの
個人消費だけでなく、生業や生産活動での活用も
可能となるであろう。

ところが、こうした変動制電源が広範に普及
し、送配電ネットワークへの接続が拡大すると、
既存のシステムと齟齬をきたすようになる。そし
て両者を併存させるには、既存のシステムの改革
が必要となる。日本の電力システムの文脈に即し
ていえば、既存の電力会社が地域独占的に運営し
ている送電網へのアクセスの自由化や双方向型電
力グリッドの強化、電力システム全体の蓄電能力
の強化などのインフラシステムの組み換えだけで
なく、既存の電力システムを構築・強化するため
に投資してきた核燃料サイクルの見直しや、産業
界や「インフラ的権力」（１４０頁、原出所 Mann
１９８４, p.１８９）に取り込まれた発電所立地周辺自
治体や住民との経済的・社会的結合の解きほぐし

（Mori２０１９）、需要反応型価格の導入などを通じ
た消費者の電力消費慣行の変更といった、既存シ
ステムからの便益を享受している利害関係者の再
編成を伴うことになる。このため、既得利益を奪
われる利害関係者から激しい抵抗を受けることに
なる。特に既存システムから便益を享受している

利害関係者が強い政治的権力や経済力を持つ多国
籍企業や国家と結合している場合、その解きほぐ
しは容易ではない。

環境政策統合は、環境保全の観点から開発政策
やインフラ整備計画の見直しを義務付けること
で、開発政策への環境保全政策の内包を促し、こ
うしたインフラシステムの組み換えを推進するこ
とが期待されていた。実際に欧州委員会では、中
長期計画や政策形成の初期段階からインパクトア
セスメントの実施を義務付けることで、環境持続
性を強化する観点からインフラ整備を進めるよう
になってきた。しかし政策統合の実効性を担保し
たのは、インパクトアセスメントという新たな政
策形成プロセスではなく、欧州連合が市民の高い
支持を受けて設定した達成期限を明示した温室効
果ガス排出目標と再生可能エネルギー目標であっ
た（森２０１３）。日本でも福島原発事故後にエネル
ギー政策と気候変動政策の統合が試みられた。し
かし、利害関係者間の利害が大きく食い違う中で
は政策目標を決められず、環境保全政策を内包す
ることはできなかった（森２０１４）。このことは、
開発国家のエートス」を克服した国家では環境政
策統合は開発政策への環境保全政策の内包を促し
うるものの、環境政策統合が「開発国家のエート
ス」の克服には力不足であることを示唆する。ま
た同時に、インパクトアセスメントという政策形
成手続きに影響を及ぼす政策手段を導入すること
と、利害関係の大幅な変更を伴う制度改革を行う
ことの政治的・経済的・社会的費用は全く異なる
ことを示唆する。

そこで持続可能性への移行（トランジション）
研究では、環境持続性を実現する革新的技術に着
目し、それが時間をかけて既存の社会―インフラ
システムの中に普及していく中で、物的インフラ
だけでなく、規範や知見、法規制、制度などの社
会を構成するシステムがどのように移行していく
のか、とりわけ環境的にも社会的にも持続可能な
もの移行させることができる戦略やガバナンスを
解明しようとしている。この点で、著者の目指す
問題志向（problem-oriented）を強く意識した視
角を提供していることは間違いない。

ところが、トランジション理論は、技術の社会
構築論（social construction of technology）や進
化経済学、新制度理論（neo-institutional theory）
などの形式知に基づく支配的な学問体系を基礎と
している（Geels and Schot２０１０）。しかも１つの
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確立した学問分野として支配的な学術分野からも
認知されるために、個別具体的な事例研究の重要
性を強調しつつも、抽象化・普遍化志向も併せ持
つ。このため、ポリティカル・エコロジーを学問
的基礎に置く著者の志向と必ずしも整合的である
わけではない。

とはいえ、著者の研究が、学術分野としての志
向の相違を超克し、地域住民の生活を豊かにする
観点から、こうした戦略性と実践性を持った研究
と交じり合えば、著者の目指す「弱者に奉仕する
学問」（２４４頁）が「立身出世に役立つ学問」へ
と昇華するのではないだろうか。
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